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第１章 業務目的 
  本業務は、現在運用している道路局内統合型ＧＩＳ基幹システム及び道路台帳閲覧
システム（以下、「現 GIS」という。）の再構築の一環として、専ら道路局及び各区土木事
務所の職員が日常業務として利用する地図情報システム（以下、「道路土木どこでもＧＩ
Ｓ」という。）を構築することで、安全かつ効率的な道路施設等の維持管理を実現するため
に行うものである。 

 
２ 現 GIS の使用状況 
道路局及び各区土木事務所における現 GIS の使用状況は次のとおりである。 
（１）道路局 
 ア 設計業務の参考とするための道路局各課レイヤの閲覧・印刷（道路台帳区域線図、平
面図、認定路線図、都市計画決定、航空写真等） 

 イ 設計業務等のためのデータ入力（道路照明、歩道灯、舗装修繕履歴、開発許可履歴
等） 

 ウ 説明資料作成のためのデータ出力（出力形式は shape、DXF、PDF 等） 
（２）各区土木事務所 
 ア 電話及び窓口での陳情、要望等に対応するために道路局各課、各区土木事務所のレイ
ヤを閲覧し情報収集 

 イ 現場確認のために図面を紙印刷 
 ウ 道路維持管理のためのデータ入力（舗装修繕履歴等） 
 エ 工事発注図面作成のためのデータ出力（DXF 等） 
 
３ 現 GIS の課題と原因 
 現 GIS の課題と原因は次のとおりである。 
（１）起動速度や動作が遅い。 
    原因：レイヤ数が多い。 
（２）日々の業務に活用したいが活用の仕方が分からない。 
    原因：レイヤ、機能が多く煩雑。データの作成方法が分からない。利用者が搭載データを 
        把握していない。 
（３）現場のタブレット端末で使用できない。 
    原因：タブレット端末での使用に対応したシステムになっていない。 
 
４ 道路土木どこでも GIS の構築後の業務イメージ 
  道路土木どこでも GIS の構築は、道路施設等の維持管理業務における諸課題を解決す
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ることが目標である。そこで、維持管理業務の省力化、最適化の図られた姿（業務イメー
ジ）は、次のとおりである。 

（１）タブレット端末を用いて、現地で電子化された各種図面を閲覧することができている。 
（２）必要に応じて、横浜市行政情報ネットワーク（以下、「YCAN」という。）またはインター

ネットクラウド上の他既存システムと連携できている。 
（連携する可能性のある既存システムに関しては表１参照） 

表１ 
  システム名称 管理情報 
1 陳情管理システム 陳情情報 
2 構造物管理システム 橋梁・トンネル・歩道橋・道路がけ・道路土工構造物・ 

道路標識 
3 横浜市土木防災情報システム 防災情報 
4 （仮称）街路樹管理システム 街路樹情報（構築中） 

 
（３）委託や工事の成果品を、簡易に取りこむことができている。 
（４）データの編集作業では、職員の負担が少なく簡易な方法で実施できている。 
（５）データの閲覧や検索では、少ないステップ数で目的の情報へ到達することができている。 
 
５ 具体的な取組事項 
 道路局及び各区土木事務所の維持管理業務のうち、道路土木どこでも GIS の構築におけ
る課題解決にむけての具体的な取組事項は次のとおりである。 

（１）上記４の構築後の業務イメージを実現するためのシステムを構築すること。 
（２）基盤地図データの搭載方法を検討すること。 

現 GIS に登録されている基盤地図データはレイヤ数が多く、道路土木どこでも GIS で利
用するには読み込み速度や安定した稼働に影響を与える可能性がある。基盤地図データ搭
載にあたっては、これらを踏まえ、レイヤの必要箇所の抽出、データ変換など事前処理や搭載
方法を検討する必要がある。 

（３）維持管理業務における GIS の活用方法を検討すること。 
現在の紙媒体による管理から GIS データによる管理に転換することで、業務効率向上が

期待できる道路施設データがある。現在紙媒体で管理しているカーブミラーを例として、台帳の
電子化及び効果的なデータ収集（点検記録等）を行い、データの作成からその情報を用い
た管理までの活用プロセスを検討する。カーブミラーに関する現状、課題等は以下のとおりとす
る。 
ア 現状 
・現 GIS では、座標、画像データおよび属性データ（管理番号、形状やサイズ等）の取
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込みが可能だが、ほとんど活用されていない。 
・市内に約 2.3 万基あるカーブミラーは、各区土木事務所が紙媒体の地図及び台帳で管
理している。 
・定期点検の結果や修繕履歴は、紙媒体の台帳に追記している。 

  イ 課題 
   ・紙媒体の台帳による管理のため、複数人が共有して同時に利用できない。 

・現場に資料を持参するときは印刷する必要がある。 
・定期点検の結果や修繕履歴の台帳への追記作業が煩雑である。 
・紙媒体の地図及び台帳のデジタル化が進められていないことにより、管理、集計作業が難
しい。 
ウ 今後目指す将来像について 
・道路土木どこでもＧＩＳを利用し、管理台帳がデジタル化およびデータベース化されてい
る。 
・上記管理台帳において、検索・閲覧や更新作業を容易に行うことができる。また、タブレッ
ト端末を用いて現地でも同様の作業を行うことができる。 
・上記管理台帳において、各種集計作業を行うことができる。 
 

第２章 一般事項 
 本業務は、下記関係法令等に準拠し実施するものとする。 
（１）電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項 
（２）横浜市情報セキュリティ管理規程 
（３）横浜市情報セキュリティ管理要綱 
（４）横浜市インターネット情報受発信ガイドライン 
（５）測量法（昭和 24 年法律第 188 号） 
（６）道路法（昭和 27 年法律第 180 号） 
（７）道路法施行規則 
（８）公共測量作業規程の準則 
（９）国土交通省道路施設現況調査要項 
（10）地理情報標準プロファイル（JPGIS） 
（11）総務省共用空間データ調達仕様書及び基本仕様書 
（12）横浜市道路台帳測量作業規程 
（13）その他関連法令 
 
２ 他機関との折衝等 
受託者は、本業務実施中、関係者または関係官公署との折衝を要する場合、また折衝を
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受けた場合には、速やかに本市監督職員（以下、「監督員」という。）に申し出て指示を受
けるものとする。 

 
３ 疑義 
本特記仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた場合は、受託者と監督員が協議の上、
決定するものとする。 

 
４ 実施計画 
受託者は、本業務の開始に先立ち実施計画を立案し、業務計画書を監督員に提出して、

その承認を受けるものとする。 
 
５ 業務の打合せ 
  業務期間中は、監督員との打合せを密に行い詳細な点については緊密な連絡を保つものと
する。受託者は業務打合せの記録簿を２部作成し、監督員、受託者、各１部保管するも
のとする。 

 
６ 工程管理 
進ちょく状況および数量管理を行うため、旬報（月報）を提出すること。旬報は契約日から

作成すること。 
 
７ 秘密の保持 
受託者は、本業務遂行中に知り得た事項については、いかなる理由があっても監督員の承認
なしに他に漏らしてはならず、情報保護及び品質管理の観点から以下の資格を取得していな
ければならない。 

(1)JIS Q 27001:2014(ISO/IEC 27001:2013)若しくは JIS Q 15001：2017（プラ
イバシーマーク使用認定） 
(2)JISＱ9001:2015（ISO 9001:2015） 
 
８ 主任技術者 
主任技術者は、「空間情報総括監理技術者」または「10 年以上のＧＩＳに係る実務経
験を有する測量士」の資格保有者を配置すること。 
 

９ 照査技術者 
照査技術者は、「空間情報総括監理技術者」または「測量士」資格保有者を配置するこ
と。 
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10 契約満了に伴うデータの取り扱い 
構築したシステムを継続使用しない場合には、受託者は監督職員が指定する日までに、全レ

イヤのデータを原則として Shape 形式にて、データ定義書とともに監督員へ提供すること。また、
本市が他事業者等のシステムへ移行することとなった場合は、確実にシステムの移行ができるよ
う、本市及び移行後の業者と誠意を持って調整を行うこと。また、受託者は本市から入手した
情報資産については返還及びサーバから抹消等することにより復元不可能な状態にし、その旨を
書面にて監督員に通知すること。 
 
11 貸与資料 
 本業務において貸与する資料は、貸与資料の重要性を認識し、その保管および取り扱いには
十分な注意を払い、業務終了後には速やかに監督員に返却するものとする。 

 
第３章 情報セキュリティ対策 
 受託者は業務執行にあたり、次に掲げる情報セキュリティ対策を実施する。  
(1)通信経路の暗号化、通信回線の監視、ファイアウォールやウイルス対策ソフトの導入など、安
全な管理のために必要な対策を行うこと。  
(2)情報システムの開発・管理・運用を行う者には、個人ごとに ID を発行し、それぞれに推測
困難なパスワードを設定させること。 また、ID を厳重に管理すること。 
(3)必要に応じて、操作記録の採取を行うこと。また監督員から求められた場合は、速やかに操
作記録を提供すること。  
(4)アクセス元 IP アドレスによるアクセス制限等の多要素認証を設けるなど、ID・パスワードが漏
えいしたとしても、インターネットを経由した不特定多数からの不正アクセスが生じえない対策を講
じること。ただし、タブレット端末に関してはアクセス元 IP アドレスによるアクセス制限を行うことがで
きないため、別の手法による多要素認証を提案すること。 
(5)常に脆弱性を利用したサイバー攻撃の情報を入手し、リスクの大きさに応じて適切に対応す
ること。  
(6)WAF（Web Application Firewall）や仮想パッチ等、脆弱性を利用した攻撃を防ぐ
仕組みを導入すること。  
(7)業務着手時に、データのバックアップ体制や緊急連絡先、復旧までの方法と時間について、
監督員の確認を得ること。  
(8)サーバ等に、必要最低限のソフトウェア以外をインストールしないこと。  
(9)使用するソフトウェアは、信頼性の高い安全なものを導入すること。  
(10)システム開発におけるテスト環境は、システム運用環境とは切り離して設けること。また、テス
ト環境からシステム運用環境への移行するときは、その手順を明確にすること。  
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(11)既に稼働している情報システムに接続する前に十分な試験を行うこと。  
(12)次のような検査及び確認を行い検査結果により不備が発見された場合には、速やかに是
正するとともに検査結果を監督員に報告すること。  
ア 脆弱性検査ソフトによる最新の脆弱性情報を含む検査  
イ 情報システムの仕様書と実際の利用機器との整合性の確認  
ウ 不要なアクセス権が存在しないことの確認  
エ 不要なサービスの起動が存在しないことの確認  
オ 不要なアカウントが存在しないことの確認  
カ 推測されやすいパスワードが設定されていないことの確認 
(13)生成 AI は使用しないこと。 
(14)システムに関する脆弱性情報・パッチ情報を収集し、必要なセキュリティパッチを適用するこ
と。 
 
第４章 基本要件 
１ システム基本要件 
（１）本業務では、本市の行政事務を支援するための庁内型 GIS を構築するものとする。ま
た、正常に稼働させるために必要な機器調達、搬入、設定、データ変換を含むものとし、さらに
稼働のため必要な使用権の確保についても本業務に含むものとする。 
（２）本業務における庁内型 GIS の基本要件は下記のとおりとする。 
 ア 庁内型 GIS として運用することを想定して開発されたパッケージ製品を使用して構築する
こと。 
 イ 利用者にとって操作が簡便であること。 
 ウ タイムラグなく地図遷移やレイヤ切り替えが可能である等、利用者がストレスなく操作ができ
るよう動作速度が優れていること。 
 エ 本市がシステムのＯＳ・ソフトウェア・システム・エンジン・機器等の保守期限を考慮する必
要が無く、長期的に利用できるものとすること。 
 オ システムについては、プラグイン等の特別なソフトのダウンロードや Java アプレット等の使用
機種に制限を与えるようなものがないこと。 
 カ 今後クライアント環境(OS、ブラウザ等)がバージョンアップしていくことも考慮し、現行から最
新バージョンまでのすべてに対応すること。 
 キ システム監査及び障害等の調査を目的として、ログ出力を保管・出力できることとし、発注 
者が要求した場合、すみやかに利用状況や不正利用の分析結果を提示すること。 
 ク システム運用は、原則インターネットクラウドに構築し本システムに最適な構成を提案するこ
と。ただし、インターネットクラウド以外でも適切な構成がある場合は提案を妨げるものではない。 
 ケ 庁内で地図情報を利用するあらゆる業務で、位置情報の登録や検索、分析等を行える
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汎用的なものであるとともに、利用するユーザーの管理及び利用権限を設定する等により、適切
な各部署間の情報共有が可能であること。 
 コ 道路局及び各区土木事務所の職員数は約 900 人であり、同時接続は 50 とすること。 
 
２ システム導入環境 
 本業務において使用するシステム導入環境は下記を標準とする。 
（１）端末要件 

ア 現時点のパソコン製品情報 
プロセッサ Intel(R) Core(TM) i3-8130U CPU 

@ 2.20GHz  
ディスプレイ 15.6 型 HD TFT カラー LED 液晶 

1,366×768 ドット 
Windows の仕様 Windows 11 Pro 
メモリー 4GB 
ストレージ 64GB 

 
イ 現時点のタブレット製品情報 
製品名 Orbic TAB10R® 4G 
ディスプレイ 1280x800(HD+) TFT 液晶 
OS Android™ 12 
プロセッサー Qualcomm® Snapdragon™ 680 4G 

4x 2.4 GHz – Kryo 265 Gold 
(Cortex-A73) 4x 1.8 GHz – Kryo 
265 Silver (Cortex-A53) オクタコア 

メモリー 4GB 
ストレージ 64GB 

 
（２）ネットワーク環境  
  本システムは、YCAN ネットワークおよびタブレット端末用の個別回線での使用を想定してい
る。各ネットワークの環境について以下に示す。  
ア YCAN 
(ｱ) 規格等  

KSC（神奈川情報セキュリティクラウド）を利用。  
(ｲ) 回線速度  

上り、下り：最大 100 Mbps  



9 

 

※拠点全体の回線速度。利用状況により輻輳の可能性あり。  
(ｳ) その他要件等  
・原則として、Windows 版 Microsoft Edge の設定をカスタマイズすることなく利用可 
能であること。  
・それ以外のアプリケーションがインターネットと接続を要する場合は、次の点に留意するこ
と。 

 a VPN は利用しないこと。  
b 原則として、内部端末からからインターネットへの通信は認証・HTTPS 復号付き
プロキシ経由での通信となることに留意すること。  

c インターネットから業務端末や YCAN 内サーバーに対する TCP 接続はできない。
（接続が必要な場合は、中継するためのサーバーを DMZ に設ける必要がある。）  

      
イ 現時点のタブレット端末用の個別回線通信速度  
(ｱ) 規格等  

4G LTE  
(ｲ) 回線速度  

上り：最大 10Mbps  
下り：最大 80Mbps  

 
３ システム機能要件 
別紙１の「機能要件一覧」に記載する機能があるものとする。パッケージ製品にない機能につ

いて他 GIS システムの活用等で代替があれば提案すること。 
 
４ システム非機能要件 
別紙２の「非機能要件一覧」に記載するとおりとする。 

 
５ ウェブアクセシビリティ要件 
ウェブアクセシビリティの確保については、下記のとおりとする。 

(1) 適合レベル及び対応度 
JIS X 8341-3:2016 のレベル AA に準拠すること。 
※本仕様書における「準拠」という表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤
委員会（以下、「WAIC」という。）の「ウェブコンテンツの JIS X 8341-3:2016 対応度表
記ガイドライン 2016 年 3 月版」で定められた表記による。 
(2) 対象範囲 
本業務委託で作成する全てのウェブページ 
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(3) アクセシビリティ方針の策定について 
 総務省の「みんなの公共サイト運用ガイドライン（2024 年版）」、及び WAIC の「ウェブアク
セシビリティ方針策定ガイドライン」に基づき、監督員と協議の上、ウェブアクセシビリティ方針を策
定すること。 
(4) 試験前の事前確認について 
ア HTML、CSS の雛形作成段階において、達成基準への対応状況を確認すること。テスト

ツール(miChecker 等)による判定が可能な検証項目については、ツールを使用し、対応状況
を確認すること。その結果は監督員へ情報提供すること。 
イ (1)で定められた「適合レベル及び対応度」が、技術的に達成が困難である場合、代替

案や例外事項の追加等を監督員へ提案し、監督員と協議の上、ウェブアクセシビリティ方針の
変更を行うこと。 
(5) 試験の実施について 
ア 「みんなの公共サイト運用ガイドライン（2024 年版）」及び WAIC の「JIS X 8341-

3:2016 試験実施ガイドライン」に基づき、試験を実施すること。 
イ 試験の実施においては、テストツールによる判定だけでなく、人間による判断も行うこと。 
ウ 試験内容については、監督員に説明し、承認を得ること。 
エ 試験実施の範囲 
 (ｱ) 総ページ数が 40 ページ未満である場合 

   試験を全ページで実施すること 
 (ｲ) 総ページ数が 40 ページ以上である場合 

 当該システムからランダムに 40 ページ抽出し、試験を実施すること。なお、40 ページの中には
次のページを含めること。 
■ 試験を必ず実施するページ 
 ・ トップページ 
 ・ サブディレクトリ直下の代表ページ(sub-content/index.html 等) 
 ・ アクセシビリティに関連するページ 
 ・ 利用者から問い合わせを受けるウェブページ（存在する場合） 
(6)  達成基準チェックリスト及びその検証方法を特定できる技術的根拠（実装チェックリス
ト）の作成について 
 「みんなの公共サイト運用ガイドライン（2024 年版）」「JIS X 8341-3:2016 試験実施
ガイドライン」に基づき、次のチェックリストを作成すること。 
ア 達成基準チェックリストの作成について 

 WAIC の「達成基準チェックリストの例」を参考に、各項目の試験結果を記載した達成基準チ
ェックリストを作成すること。 
イ 実装チェックリスト(達成方法及びその検証方法を特定できる技術的根拠)の作成につい
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て WAIC の「JIS X 8341-3:2016 試験実施ガイドライン」の「3.1 達成方法及びその検証
方法を特定できる技術的根拠を示す方法の例」を参考にして実装チェックリストを作成すること。 
(7) 試験結果の説明及び不備の修正について 
達成基準チェックリストの各項目の試験結果について監督員に説明し、試験結果の妥当性につ
いて承認を得ること。不備等が発覚した際には、速やかに該当箇所の修正、及び再度試験実
施を行い、監督員の承認を得るまで対応すること。 
(8) ウェブアクセシビリティ方針及び試験結果のページの作成・公開について 
ア ウェブアクセシビリティ方針及び試験結果のページの作成について 

「(3)」で策定したウェブアクセシビリティ方針のページを作成すること。また、「(6) ア」で作成した
達成基準チェックリストを基に、試験結果のページを作成すること。 
イ ウェブアクセシビリティ方針及び試験結果のページの公開について 

「(8) ア」で作成したページを公開すること。なお、ウェブアクセシビリティ方針のページは、当該サイ
トの全画面から 2 クリック以内にたどりつけるよう、フッター等にリンクを配置すること。 
※ パッケージシステムの仕様等により各画面に任意のリンクを設置できない場合は、当該システ
ムの利用方法等を示したページや利用者向けマニュアル等にリンクを配置すること。 
 
６ UI/UX 
  UI/UX の視点で各種テストを実施し、ユーザーにとって使いやすくわかりやすい UI となっている
ことを確認すること。 
 
７ 試作品の作成及び動作確認・検証 
（１）協議を経た計画案をもとに、試作品を作成し、動作環境テストを行い、その結果・検証
を結果報告書として作成し、監督員に報告すること。 

（2）動作環境テストで支障が確認された場合は、その原因を究明し、再度、前項を実施する
ものとする。 

（3）試作品の作成には、監督員から提供したデータのバックアップを用いること。 
（4）動作環境テストは本稼動環境下で行い、端末の動作状況、セキュリティ対策等を総合
的に検証する。 
 
８ システム保守要件 
 システム保守要件は以下のとおりとする。 
（１）ハードウェアおよびシステム全般の安全稼働を目的とした保守業務を計画すること。 
（２）ソフトウェアの不具合対応およびセキュリティに関するパッチの適用等を速やかに実施する
こと。 
（３）システム保守体制として、障害または不具合が発生した場合は、おおむね 1 時間以内
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に初期対応を可能とすること。 
（４）運用期間中は、ソフトウェアのライセンス更新および適切なバージョンアップを実施するこ
と。ただしバージョンアップに際して運用に重大な支障をきたす場合はこの限りではない。 
（５）サーバ OS を含むシステム全般において、脆弱性が発見されるなど改修の必要が生じた
場合は、迅速に対応すること。 
（６）機器の交換やシステムの再インストール等、障害や不具合の対応に時間を要する場合
は、障害等の状況により夜間または土日の対応とすること。ただし、システムの稼働に影響がない
場合はこの限りではない。 
（７）職員からの問合せ及び障害発生時の連絡等受け付ける専用窓口（電話・メール）を
設置すること。 
 
９ SLA の規定 
 Service Level Agreement(以下、SLA という。)については、別紙２に記載された可用性
に関する要求事項に準拠するものとし、その他サービス内容については監督員と受託者の協議に
より定める。SLA の基準を満たさない項目が生じた場合には、原則としてシステム環境の変更、
代替手段の提供等必要な是正措置を行うこと。SLA の内容について運用上の問題点等が発
生した場合は、監督員と協議を行い、規定内容の見直しを実施する。 
 
第５章 地図データ要件 
 搭載するデータは別紙３のとおりとし、地図の設定は以下のとおりとする。 
(1)提供する地図は、受託者の所有する機器等で提供可能なようにデータ変換を行うが、法規
制情報等も含まれることから、データの破損、改変等が一切起こらないよう、細心の注意のもとに
作業を行うこと。 
(2)情報には、地図に対する属性情報として、文字で表示するものも含むこと。 
(3)画面上に表示する際、また、印刷図として紙面に印字する際には、平面直角座標系等の
座標系に即して表示させるものとし、可能な限り測量精度を保った形で地図表現を行うこと。 
(4)表示する地図の内容に応じて、背景として使用する基盤地図データは、任意に選択できる
こと。 
(5)レイヤは基盤地図データと道路局各課及び各区土木事務所のレイヤを含めおおむね 800
レイヤ搭載することができること。 
(6)紙媒体のデータをデジタル化する作業は本委託に含まない。 
 
第６章 クラウド条件 
 インターネットクラウドで構築する場合は次のとおりとする。 
１ 基本要件 



13 

 

 YCAN 回線またはインターネット回線を利用して、ソフトウェア・データなどをクラウドデータセンター
で管理できるインターネットクラウド GIS であること。 
 
２ クラウドサービスに関する対策 
（１）受託者は、クラウドサービスを利用するに当たり、サービスの中断や終了時に際し、円滑
に業務を移行するための対策として、以下を例とするセキュリティ対策を実施すること。  
ア 取り扱う情報の可用性区分の格付に応じた、サービス中断時の復旧要件  
イ 取り扱う情報の可用性区分の格付に応じた、サービス終了又は変更の際の事前告知の方
法・期限及びデータ移行方法  
（２）クラウドサービス部分を含む情報の流通経路全般にわたるセキュリティ対策の構築を実
現するために、受注者は、以下のセキュリティ対策を実施すること。  
ア クラウドサービスに係るアクセスログ等の証跡の保存及び提供  
イ インターネット回線とクラウド基盤の接続点の通信の監視  
ウ クラウドサービスの受注者による情報の管理・保管の実施内容の確認  
エ クラウドサービス上の脆弱性対策の実施内容の確認  
オ クラウドサービス上の情報に係る復旧時点目標（RPO）等の指標  
カ クラウドサービス上で取り扱う情報の暗号化  
キ 利用者の意思によるクラウドサービス上で取扱う情報の確実な削除・廃棄  
ク 利用者が求める情報開示請求に対する開示項目や範囲の明記 

 
３ データセンター要件  
（１）利用するデータセンターは、米国の民間団体（Uptime Institute）が作成したグロー
バル基準である、Uptime Tier Ⅲ+以上または日本データセンター協会（JDCC）が制定し
た、「データセンター ファシリティ スタンダード」のティア３相当以上であること。  
（２）データセンターは日本国内に立地していること。  
（３）建築基準法の新耐震基準を満足した耐震構造又は免震構造であること。  
（４）水没や浸水の恐れがないこと。  
（５）消防法に基づいた消火設備及び火災感知設備を有すること。  
（６）無停電電源装置等による電源トラブル対策がなされていること。  
（７）入室を許可された者以外の立ち入りを禁じていること。  
（８）カードキー等により、許可された者以外の入室を排除すること。  
（９）入退室の記録がされていること。  
（10）国際認定機関フォーラム (IAF)加盟団体から、ISMS 認証を取得していること。  
 
４  エックスサーバー上のサブドメイン利用 
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  エックスサーバー上で「city.yokohama.lg.jp」のサブドメインを登録できるのは 1 アカウント
のみであり、本市ではエックスサーバーを利用した Web サイトが既に開設済みであり、これから利
用する場合は city.yokohama.lg.jp のサブドメインを利用できない。 
 この事象が解消していることを証明できない限りエックスサーバーは利用できないことに注意する
こと。 
 
第７章 導入支援 
 本システムの運用全般において必要となるマニュアル類の整備を行うものとする。マニュアルは一
般職員向け、管理者向けそれぞれ作成を行うものとする。 
（１）マニュアルは、初心者でも理解しやすいように本システムの画面ハードコピー等を用いて、
利用できる機能の説明をわかりやすく記述し、各種機能単位に操作の手順、入力方法などを
明確に記述すること（特殊な用語を使う必要がある場合は、巻末等に用語の説明文を用意す
ること）とする。 
（２）本業務の契約期間内に変更が生じた際には、その都度マニュアルを改訂し、納品するこ
ととする。 
 
２ 操作研修の実施 
 導入するシステムの利用者(市職員)に対して、操作研修を行うこととする。 
（１）職員研修では、システムを利用したことがない職員でも操作手順等がわかるように、画像
等を利用した運用マニュアルおよび研修マニュアルを準備し、利用者に配布することとする。 
（２）操作研修では、システムの操作方法だけでなく、本業務の趣旨や運用方法など業務の
効果を最大化するための研修となるよう創意工夫することとする。 
（３）会場の手配、職員への通知などは監督員が実施するが、必要機材・時間・タイムスケジ
ュール等は事前に監督員へ報告し、協議の上、決定することとする。 
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